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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の処置具挿通チャンネルのチャンネル開口部に取り付けられる内視鏡用処置具栓
において、
　樹脂部材によって形成され前記チャンネル開口部に装着される栓枠と、
　弾性部材によって形成され前記栓枠に対して着脱自在に設けられる蓋部材と、
　弾性部材によって形成され前記栓枠の内部にあって前記チャンネル開口部に対向する部
位に保持される栓部材と、
　を具備し、
　前記栓枠は、下端寄りの外周面上から斜め上方に向けて形成される突起部と、下端寄り
の内周面上に内側に向けて突設される係止部と、前記係止部の内周面から外方向に向けて
形成された切欠部と前記係止部の外周面上において前記切欠部に対向する部位に形成され
た外側切欠部との間に形成される薄肉部と、を有しており、
　前記突起部と、前記栓枠の上端縁部であって前記突起部の形成部位とは反対側の部位と
に荷重を附加しながら前記栓枠を保持したとき、前記栓枠の下端から垂直方向に前記薄肉
部が破断されることを特徴とする内視鏡用処置具栓。
【請求項２】
　前記薄肉部は、前記突起部の基端側の両サイド部位から前記栓枠へと連設する部位に形
成されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用処置具栓。
【請求項３】
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　前記栓枠の内周面には、前記チャンネル開口部に係合する係合部が形成されていて、
　前記栓枠の前記薄肉部による破断領域は、前記栓枠の下端から垂直方向に前記係合部の
上部近傍までの間であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用処置具栓。
【請求項４】
　前記栓枠には、前記薄肉部からさらに前記薄肉部の形成方向に対して直交または斜行す
る方向に破断する第２の薄肉部が連設されていることを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡用処置具栓。
【請求項５】
　前記突起部と前記栓枠との間には、両者を連設するリブが形成されており、
　前記栓枠が前記チャンネル開口部に装着された状態において、前記リブの前記栓枠側の
上端部位は、前記チャンネル開口部の上端面よりも低い位置に形成されていることを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡用処置具栓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡用処置具栓、詳しくは内視鏡に設けられた処置具挿通チャンネルの
チャンネル開口部に装着され、このチャンネル開口部から処置具挿通チャンネルに処置具
が挿入された状態においても処置具挿通チャンネルの内部と外部との気密状態を維持し得
る内視鏡用処置具栓に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡は医療分野等において広く用いられている。また、この内視鏡を用い
て患者の体腔内の組織等に対する種々の処置がおこなわれている。例えば、内視鏡本体内
に設けられた処置具挿通チャンネル内にカテーテルを挿通させて患者の体腔内に薬液を注
入したり、処置具挿通チャンネル内に鉗子を挿通させて病変部位を切除または採取する等
の処置がおこなわれている。
【０００３】
　内視鏡によるこれら処置をおこなう際には、体腔内圧の変化等によって体腔内の汚物や
空気等が処置具挿通チャンネルを通って逆流し、処置具挿通チャンネルのチャンネル開口
部から外部に洩れ出すことが考えられる。そのために、処置具挿通チャンネルのチャンネ
ル開口部には、気密性を維持するための内視鏡用処置具栓が取り付けられている。この内
視鏡用処置具栓によって体腔内の汚物や空気等が外部に洩れ出すことを防いでいる。
【０００４】
　この内視鏡用処置具栓には、使用後に洗滌および消毒を行うことで再利用が可能なリユ
ースタイプのものと、処置具挿通チャンネルのチャンネル開口部に一旦装着すると取り外
す際に必ず破壊を伴うように構成して再利用を不可能としたディスポタイプのものとがあ
る。
【０００５】
　後者のディスポタイプの内視鏡用処置具栓としては、例えば特開平３－７３１６８号公
報や特開平３－４７２７５号公報等によって、種々の提案がなされまた実用化されている
。これら公報によって開示されている内視鏡用処置具栓は、例えば弾性部材からなる栓本
体と、この栓本体を保持する栓枠とからなり、前記栓枠に設けられた破断部に沿って栓枠
を破壊することで、当該内視鏡用処置具栓を処置具挿通チャンネルのチャンネル開口部か
ら取り外すように構成されている。
【特許文献１】特開平３－７３１６８号公報
【特許文献２】特開平３－４７２７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、前記特開平３－７３１６８号公報や前記特開平３－４７２７５号公報等によ
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って開示されている手段では、薄肉に成形されている破断部を破壊する際に、栓枠に設け
られるつまみを摘んで、あるいは同つまみ部分にのみ荷重をかけて栓枠を破壊しなければ
ならない。しかし、栓枠の破壊操作と処置具挿通チャンネルのチャンネル開口部から栓体
を取り外す操作とをそれぞれ別におこなう必要があることから、その作業性に問題がある
。
【０００７】
　また、作業者が誤操作してしまった様な場合にいおいて、例えば栓枠の破壊をおこなう
際に、勢いが余って同栓体を処置具挿通チャンネルのチャンネル開口部から脱落させてし
まう可能性がある。このような場合には、例えば栓体や先端部本体に付着している状態の
体液や粘液等が床や作業者に付着してしまう可能性もある。
【０００８】
　このように、前記各公報等によって開示される内視鏡用処置具栓においては、衛生面に
おける改善の余地があった。
【０００９】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、内視
鏡用処置具栓において、栓枠の保持と同栓枠の破壊とを簡単な機構によって同時におこな
い得るようにすることで、内視鏡用処置具栓の交換及び廃棄時の作業性を向上させ、かつ
体液等が床や使用者に付着するのを抑止することのできる内視鏡用処置具栓を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明による内視鏡用処置具栓は、内視鏡の処置具挿通チ
ャンネルのチャンネル開口部に取り付けられる内視鏡用処置具栓において、樹脂部材によ
って形成され前記チャンネル開口部に装着される栓枠と、弾性部材によって形成され前記
栓枠に対して着脱自在に設けられる蓋部材と、弾性部材によって形成され前記栓枠の内部
にあって前記チャンネル開口部に対向する部位に保持される栓部材と、を具備し、前記栓
枠は、下端寄りの外周面上から斜め上方に向けて形成される突起部と、下端寄りの内周面
上に内側に向けて突設される係止部と、前記係止部の内周面から外方向に向けて形成され
た切欠部と前記係止部の外周面上において前記切欠部に対向する部位に形成された外側切
欠部との間に形成される薄肉部と、を有しており、前記突起部と、前記栓枠の上端縁部で
あって前記突起部の形成部位とは反対側の部位とに荷重を附加しながら前記栓枠を保持し
たとき、前記栓枠の下端から垂直方向に前記薄肉部が破断されることを特徴とする。　
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、内視鏡用処置具栓において、栓枠の保持と同栓枠の破壊とを簡単な機
構によって同時におこない得るようにすることで、内視鏡用処置具栓の交換及び廃棄時の
作業性を向上させ、かつ体液等が床や使用者に付着するのを抑止し得る内視鏡用処置具栓
を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。  
　まず、本発明の内視鏡用処置具栓が適用される内視鏡の構成について以下に説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の第１の実施形態の内視鏡用処置具栓が適用される内視鏡の概略を示す
外観図である。
【００１４】
　本実施形態の内視鏡用処置具栓１０が適用される内視鏡１は、図１に示すように術者が
把持して操作をおこなう操作部３と、細長形状からなり可撓性を有する挿入部４と、光源
装置（図示せず）に接続されるライトガイドを内蔵したユニバーサルコード８とによって
主に構成されている。
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【００１５】
　操作部３には、各種の処置具５を処置具挿通チャンネル７に挿通させるためのチャンネ
ル開口部６が設けられている。また、操作部３には、挿入部４の先端部分に設けられる湾
曲部を遠隔操作する湾曲操作ノブや送水ポンプ（図示せず）から連結される送気送水管路
の送気送水動作を制御する送気送水ボタン９ａや処置具挿通チャンネル７を介して水や体
液等を吸引する吸引操作を制御する吸引ボタン９ｂ等が設けられている。
【００１６】
　操作部３のチャンネル開口部６には、本実施形態の内視鏡用処置具栓（以下、単に処置
具栓と略記する）１０が装着されるようになっている。これにより、処置具５を処置具挿
通チャンネル７のチャンネル開口部６において挿脱する際の処置具挿通チャンネル７の内
部と外部との気密が保たれるようになっている。
【００１７】
　挿入部４は、基端側が操作部３に接続されており、先端側には先端部１１とこれに連設
される湾曲部とが、先端側から先端部１１，湾曲部の順に設けられている。
【００１８】
　挿入部４の先端部位には、上述したように先端部１１が設けられている。この先端部１
１の内部には、観察光学ユニットや送気送水ノズルや照明光学系（いずれも図示せず）や
処置具挿通チャンネル７の開口等が設けられている。
【００１９】
　また、挿入部４の内部には、一方の開口が操作部３のチャンネル開口部６に連通し、他
方の開口部が挿入部４の先端部１１の先端面に形成される処置具挿通チャンネル７が挿通
している。したがって、操作部３のチャンネル開口部６から処置具５を挿入すると、その
先端は、処置具挿通チャンネル７の内部を挿通して、挿入部４の先端部１１の先端面の開
口から突出するようになっている。
【００２０】
　さらに、挿入部４の内部には、観察光学ユニットからの画像を伝送する信号ケーブル及
びイメージガイドファイバーや送気送水管路やライトガイドファイバー等（いずれも図示
せず）も挿通しており、それぞれは操作部３の所定の部位から挿入部４の先端部１１の先
端面にまで連通している。
【００２１】
　次に、本発明の第１の実施形態の内視鏡用処置具栓の詳細について、以下に説明する。
【００２２】
　図２は、本実施形態の内視鏡用処置具栓の側面図である。図３は、同内視鏡用処置具栓
における栓枠のみを取り出して示し、図２の符号IIIで示す方向から見た矢視図である。
図４は、同様に栓枠のみを示し、図２の符号IVで示す方向から見た矢視図である。図５は
、同様に栓枠の断面を示し、図２の符号V－V線に沿う断面図である。図６は、同様に栓枠
の側断面図である。図７は、本実施形態の内視鏡用処置具栓を図２の符号VIIで示す方向
から見た上面図である。図８は、本内視鏡用処置具栓がチャンネル開口部に装着された状
態における側断面図である。
【００２３】
　本実施形態の処置具栓１０は、シリコンゴムや天然ゴムやブチルゴム等の弾性部材によ
って形成される蓋部材１２と、ポリエチレンやポリプロピレン等の樹脂部材で成形されチ
ャンネル開口部６に装着される栓枠１３と、シリコンゴムや天然ゴムやブチルゴム等の弾
性部材で形成され栓枠１３の内部に保持される栓部材１４によって主に構成されている。
【００２４】
　栓部材１４は、略円筒形状からなり上述したように栓枠１３の内部に保持されている。
この場合において、栓部材１４は、上端部において上面外周縁部が栓枠１３内に形成され
る係止凸部１３ｊに当接し、かつ下端部において下端外周面上に形成される係止凹部１４
ｃが栓枠１３の内周面上に形成される突起部１３ｋに係合することにより、栓枠１３の内
部において保持される。
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【００２５】
　栓部材１４の上面には、図８に示すように断面が略円錐形状の凹部１４ａが形成されて
いる。この凹部１４ａの中央部には小孔１４ｂが穿設されている。この小孔１４ｂには、
各種の処置具５が挿通するようになっている。したがって、同小孔１４ｂは、各種の処置
具５のシース外径よりも小径となるように設定されている。これにより、同小孔１４ｂに
処置具５が挿通されたときにも小孔１４ｂはシールされるようになっている。
【００２６】
　そして、当該処置具栓１０がチャンネル開口部６に装着された状態（図８参照）におい
て、栓部材１４の下端部がチャンネル開口部６に対向する位置に配置されるようになって
いる。ここで、同栓部材１４の下端部は、チャンネル開口部６の内周縁部に対して密着し
て配置されるようになっている。したがって、栓部材１４の下端部及びチャンネル開口部
６の内周縁部のそれぞれは、両者が密着して装着状態となったときに、両者間の水密性が
保持され得るような形状に形成されている。
【００２７】
　蓋部材１２は、把持部１２ａと延出部１２ｂとによって形成されている。このうち把持
部１２ａは、蓋部材１２を栓枠１３に対して着脱する際に指等により把持することができ
るような形態で一方向に向けて突出するように形成されている。一方、延出部１２ｂは、
把持部１２ａとは反対の方向に向けて突出して形成されており、その終端部には取付孔１
２ｉ（図８参照）が形成されている。そして、この取付孔１２ｉに対しては、栓枠１３の
外周面上に形成される取付突起部１３ｂが差し込まれるようになっている。これにより、
蓋部材１２は栓枠１３に対して着脱自在に装着されている。
【００２８】
　また、蓋部材１２の延出部１２ｂと把持部１２ａとの中間の部位であって当該蓋部材１
２を栓枠１３に装着したときに、同栓枠１３の上面部に対向する面には、栓枠１３のがわ
に向けて突出するように形成され前記栓枠１３の栓枠上面開口部１３ａに嵌合する被嵌合
部１２ｃが蓋部材１２と一体に成形されている。この被嵌合部１２ｃの先端寄りの外周面
上には、フランジ部１２ｄが成形されている。このフランジ部１２ｄの最外径は、前記栓
枠上面開口部１３ａの内径よりも若干大きくなるように形成されている。そして、蓋部材
１２の被嵌合部１２ｃを栓枠１３の栓枠上面開口部１３ａに対して、被嵌合部１２ｃは弾
性変形することによって着脱することができるようになっている。
【００２９】
　さらに、蓋部材１２の被嵌合部１２ｃが形成されている部位には、処置具５（図１参照
）が導入しやすい形状であって、例えば断面が略半球状の空間からなる処置具導入部１２
ｅと、この処置具導入部１２ｅに連設される処置具挿通用スリット１２ｆ（図７も参照）
とが形成されている。
【００３０】
　これにより、栓枠１３に対して蓋部材１２を装着した状態においても、処置具５（図１
参照）は、蓋部材１２の処置具導入部１２ｅから処置具挿通用スリット１２ｆ及び栓部材
１４の小孔１４ｂを介して処置具挿通チャンネル７に挿通し得るようになっている。この
とき、処置具挿通用スリット１２ｆ及び小孔１４ｂは、処置具５の外周面に密着すること
によって、処置具挿通チャンネル７の内部と外部との間の水密性が確保されるようになっ
ている。
【００３１】
　その一方で、栓枠１３に蓋部材１２を装着した状態で、かつ処置具５を処置具挿通用ス
リット１２ｆ及び小孔１４ｂを介して処置具挿通チャンネル７に挿通させていない状態で
は、図７に示すように処置具挿通用スリット１２ｆが外部に対してほぼ閉塞状態を保持す
るようになっている。
【００３２】
　そして、図８に示すように栓枠１３に対して蓋部材１２を装着した状態において、フラ
ンジ部１２ｄの先端部１２ｇは、前記栓枠１３の内部に配置される栓部材１４の上面部位
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に対して水密的に密着するようになっている。
【００３３】
　また、蓋部材１２の延出部１２ｂと取付孔１２ｉとの中間の部位であって当該蓋部材１
２を栓枠１３に装着したときに、同栓枠１３の側壁に対向する所定の部位には、栓枠１３
の側壁がわに向けて突出するように形成される凸状部１２ｈが蓋部材１２と一体に成形さ
れている。この凸状部１２ｈは、その先端部近傍の部位が栓枠１３の側壁に当接すること
で、蓋部材１２の延出部１２ｂを支持するようになっている。
【００３４】
　栓枠１３は、全体的に略円筒形状からなり、その上面には略円形状の栓枠上面開口部１
３ａが穿設されている。この栓枠上面開口部１３ａには、上述したように蓋部材１２の被
嵌合部１２ｃのフランジ部１２ｄが着脱自在に嵌合するようになっている。
【００３５】
　また、栓枠１３の外周面上には矢じり形状からなる取付突起部１３ｂが一体に突設され
ている。そして、上述したように、この取付突起部１３ｂに対して蓋部材１２の取付孔１
２ｉが嵌合することで、蓋部材１２は栓枠１３に対して着脱自在となっている。
【００３６】
　この場合において、取付突起部１３ｂの先端寄りの矢じり形状部の最大幅寸法は、取付
孔１２ｉの幅寸法よりも幅広に形成されている。また、取付突起部１３ｂの基端部の幅寸
法は、取付孔１２ｉの幅寸法と略同等に形成されている。
【００３７】
　したがって、取付突起部１３ｂが取付孔１２ｉに対して挿通されて嵌合する際には、取
付孔１２ｉは、まず自身の弾性によって取付突起部１３ｂの矢じり形状部よりも広げられ
た状態で、これを通過させた後、取付突起部１３ｂの基端部において、自身の復元力によ
り元のサイズに復帰する。これにより、取付孔１２ｉと取付突起部１３ｂとが嵌合状態と
なり、取付孔１２ｉから取付突起部１３ｂが容易に外れないようになっている。このこと
から、蓋部材１２の被嵌合部１２ｃと栓枠１３の栓枠上面開口部１３ａとが外れた状態と
なっても、蓋部材１２が栓枠１３から容易に脱落しないようになっている。
【００３８】
　さらに、栓枠１３の上面側の外縁部には栓枠フランジ部１３ｃが形成されている。また
、前記取付突起部１３ｂの形成されている部位とは反対側の外周面上には、同栓枠１３の
下端面から外部に向けて突設される突起部１３ｄが一体に形成されている。
【００３９】
　この突起部１３ｄは、図２に示すように栓枠１３の下端面に対して角度θ度（°）の傾
斜をもって斜め上方に向けて形成されている。この場合において、角度θ度（°）として
は、１０°＜θ＜７０°の範囲となるような設定が望ましい。
【００４０】
　そして、栓枠１３の下端寄りの内周面上には、図８に示すように内側に向けて突設され
る係止部１３ｅが形成されている。この係止部１３ｅは、栓枠１３をチャンネル開口部６
に装着したときに、同チャンネル開口部６の外縁部に係止されることで、栓枠１３自身の
脱落を防止する役目をするものである。したがって、係止部１３ｅの内径は、チャンネル
開口部６の外径よりも若干小さくなるように設定されている。そして、栓枠１３の係止部
１３ｅは、弾性変形することによってチャンネル開口部６に対して装着することができる
ようになっている。
【００４１】
　なお、係止部１３ｅには、図５及び図６に示すように四方向において内周面から外方向
に向けた切欠部１３ｆが形成されている。また、栓枠１３の下端寄りの外周面上において
、前記切欠部１３ｆに対向するそれぞれの部位に外側切欠部１３ｇが形成されている。こ
れによって、栓枠１３の下端寄りの外周部には薄肉部１３ｈが形成されている。この薄肉
部１３ｈは、係止部１３ｅよりも上側にまで形成されている。そして、四つの薄肉部１３
ｈのうち二つは突起部１３ｄの基端側の両サイド部位に形成されている。
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【００４２】
　一方、突起部１３ｄにおいて、栓枠１３の円筒形状の外周面に対抗する側の面には、図
２に示すようにリブ１３ｉが形成されている。このリブ１３ｉは、突起部１３ｄと栓枠１
３の円筒形状の外周面とを繋ぐように形成されている。そして、このリブ１３ｉは、図３
に示すように幅寸法Ｈを有して形成されている。なお、栓枠１３側のリブ１３ｉの上端部
（図２，図８の符号Ａ参照）は、チャンネル開口部６の上端面（図８の符号Ｂ参照）より
も低い位置に配置されている。
【００４３】
　そして、処置具栓１０をチャンネル開口部６に対して取り付ける際には、栓枠１３の弾
性によって係止部１３ｅの内径がチャンネル開口部６の外径となるまで広げられることで
装着されるようになっている。このとき、各薄肉部１３ｈのそれぞれは、破断することな
く均等に引き伸ばされるようになっている。
【００４４】
　このように構成される本実施形態の処置具栓１０をチャンネル開口部６から離脱させる
際の処置具栓１０の作用を、以下に説明する。
【００４５】
　図９及び図１０は、本実施形態の内視鏡用処置具線の作用を説明する図である。このう
ち図９は、本実施形態の内視鏡用処置具栓をチャンネル開口部から離脱させる際のようす
を同処置具栓の側面から見た際の外観図である。図１０は、図９に示す状態における内視
鏡用処置具栓の側断面図である。
【００４６】
　本実施形態の内視鏡用処置具栓１０をチャンネル開口部６から離脱させるのに際しては
、図９に示すように例えば親指Ｐ１にて栓枠１３の突起部１３ｄを矢印Ｆ１方向に、また
例えば人差し指Ｐ２にて栓枠１３の栓枠フランジ部１３ｃのうち前記突起部１３ｄとは反
対側の部位近傍を矢印Ｆ２方向に、蓋部材１２を介して摘まむように二本の指Ｐ１，Ｐ２
にて処置具栓１０を挟み込む方向（矢印Ｆ１，Ｆ２方向）に荷重を加える。この状態にお
いてチャンネル開口部６は、金属等によって形成されるものであることから変形すること
はない。
【００４７】
　突起部１３ｄに対して所定の荷重が加わると、当該突起部１３ｄは、栓枠１３側のリブ
１３ｉの上端部Ａ（図２，図８～図１０参照）を支点として図９に示す矢印Ｒ方向に回動
する。これによって、突起部１３ｄの基端側の両サイド部位の薄肉部１３ｈがやがて破断
する（図９の符号Ｃ部参照）。
【００４８】
　この場合において、例えば図２に示すように栓枠１３側のリブ１３ｉの上端部Ａ（回動
支点）から突起部１３ｄの先端までの距離をＤとし、栓枠１３側のリブ１３ｉの上端部Ａ
から栓枠１３の薄肉部１３ｈの下端部までの距離をＥとすると、
　Ｄ＞Ｅ
の関係が成立する。この原理によって突起部１３ｄに対して所定の荷重を附加すれば、薄
肉部１３ｈには大きな荷重が加わるので、当該薄肉部１３ｈは容易に破断することになる
。
【００４９】
　上述のようにして薄肉部１３ｈが破断し、突起部１３ｄの下端部分がめくれ上がる状態
になると、図１０に示すように係止部１３ｅのチャンネル開口部６に対する係合状態が解
除される。これにより、本処置具栓１０はチャンネル開口部６から容易に取り外すことが
できる。
【００５０】
　なお、ここで処置具栓１０は、上述のように所定箇所にて破断が生じる以前から使用者
が二本の指によって保持した状態にある。したがって、当該所定箇所において破断が発生
した後においては、使用者は二本の指で処置具栓１０を保持したそのままの状態にて、同
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処置具栓１０をチャンネル開口部６から外すことができ、かつ取り外した処置具栓１０は
、そのままの状態で破棄し得る状態となる。
【００５１】
　以上説明したように上記第１の実施形態によれば、例えば二本の指で摘まむ動作によっ
て処置具栓１０を保持しつつ、その状態のまま同じ二本の指に荷重を附加するだけで処置
具栓１０の所定の部位（複数の薄肉部１３ｈのうちの所定の部位）を極めて容易に破壊す
ることができる。そして、処置具栓１０の保持状態を維持したまま同処置具栓１０をチャ
ンネル開口部６から容易に取り外し、これを廃棄することができる。
【００５２】
　このように、処置具栓１０の取り外し作業及び廃棄作業を容易なものとし、かつ保持状
態が常に維持されているので同処置具栓１０を誤って落下させる可能性を削減することが
できる。したがって、処置具栓１０に附着した体液等によって床や作業者の衣服等を汚染
するのを抑止し、常に衛生的な作業環境を確保することができる。
【００５３】
　また、複数の薄肉部１３ｈは均等に形成されているので、処置具栓１０をチャンネル開
口部６に挿入する場合には、薄肉部１３ｈが均等に弾性変形することになる。したがって
、複数の薄肉部１３ｈのうちの一部だけが壊れてしまうようなことはなく、また常に安定
した装着状態を得ることができる。
【００５４】
　さらに、使用済みの処置具栓１０は常に破壊された形態となるので、使用済みの処置具
栓１０を誤って再使用してしまうなどの失敗を確実に抑止し、常に新品の内視鏡用処置具
栓１０を提供することができる。したがって、常に衛生的な使用環境を確保することがで
きる。
【００５５】
　次に、本発明の第２の実施形態の内視鏡用処置具栓について、以下に説明する。
【００５６】
　図１１は、本実施形態の内視鏡用処置具栓の側面図である。図１２は、図１１の内視鏡
用処置具栓をチャンネル開口部に対して装着した状態における側断面図である。図１３は
、同内視鏡用処置具栓における栓枠のみを取り出して示し、図１１の符号XIIIで示す方向
から見た矢視図である。
【００５７】
　本実施形態の基本的な構成は、上述の第１の実施形態と略同様のものであるが、栓枠に
形成する薄肉部の構成が若干異なる。したがって、上述の第１の実施形態と同じ構成につ
いては、同じ符号を用いてその詳細な説明を省略し、異なる構成についてのみ、以下に説
明する。
【００５８】
　上述の第１の実施形態の処置具栓１０では、栓枠１３の薄肉部１３ｈは、図２等に示す
ように栓枠１３における上下方向、すなわち垂直方向となるように形成されている。
【００５９】
　一方、本実施形態の処置具栓１０Ａでは、図１１及び図１２に示すように栓枠１３Ａに
形成される複数の薄肉部１３Ａｈのうち、栓枠１３Ａの突起部１３ｄの基端側の両サイド
部位に形成される薄肉部１３Ａｈは、当該栓枠１３Ａの下端から所定の部位まで上方に向
けて形成され、所定の部位において突起部１３ｄの側に向けて斜め上方に延出し栓枠１３
Ａの外周側に形成される第２薄肉部１３Ａｍが形成されている。
【００６０】
　この第２薄肉部１３Ａｍの延出方向であって、栓枠１３Ａの外周との合流部位には、薄
肉部１３Ａｈ及び第２薄肉部１３Ａｍのそれぞれよりも肉厚に形成され、栓枠１３Ａの外
周の肉厚に比べて若干薄肉となるように形成されるヒンジ部１３Ａｎが設けられている（
図１３も参照）。
【００６１】
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　その他の構成については、上述の第１の実施形態と全く同様である。
【００６２】
　このように構成された上記第２の実施形態の処置具栓１０Ａをチャンネル開口部６から
離脱させる際の処置具栓１０Ａの作用を、以下に説明する。
【００６３】
　図１４～図１７は、本実施形態の内視鏡用処置具栓の作用を説明する図である。このう
ち図１４は、本実施形態の内視鏡用処置具栓をチャンネル開口部から取り外す場合におい
て、処置具栓に対して荷重をかけ始めた際の状態を同処置具栓の側面から見た際の外観図
である。図１５は、図１４に示す状態における内視鏡用処置具栓の側断面図である。図１
６は、図１４及び図１５の状態からさらに処置具栓に対して荷重を附加した状態における
同処置具栓の側面図である。図１７は、図１６に示す状態における内視鏡用処置具栓の側
断面図である。
【００６４】
　本実施形態の内視鏡用処置具栓１０Ａをチャンネル開口部６から離脱させるのに際して
は、図１４及び図１５に示すように（上述の第１の実施形態と同様に）例えば親指Ｐ１に
て栓枠１３Ａの突起部１３ｄを矢印Ｆ１方向に、また例えば人差し指Ｐ２にて栓枠１３Ａ
の栓枠フランジ部１３ｃのうち前記突起部１３ｄとは反対側の部位近傍を矢印Ｆ２方向に
、蓋部材１２を介して摘まむように二本の指Ｐ１，Ｐ２にて処置具栓１０Ａを挟み込む方
向（矢印Ｆ１，Ｆ２方向）に荷重を加える。この状態にあっては、突起部１３ｄに附加さ
れる荷重により同突起部１３ｄは、栓枠１３Ａ側のリブ１３ｉの上端部Ａを支点として図
１４に示す矢印Ｒ方向に回動する。これによって、突起部１３ｄの基端側の両サイド部位
の薄肉部１３Ａｈ及び第２薄肉部１３Ａｍにおいて亀裂Ｃが生じる。
【００６５】
　この状態からさらに突起部１３ｄに対して同方向への荷重を附加していくと、図１６及
び図１７に示す状態となる。この状態において、上述の図１４の符号Ｃで示す亀裂部分は
、さらに広がった形態の亀裂Ｃ２となっている。
【００６６】
　したがって、この状態では、より少ない荷重によって同亀裂Ｃ２をさらに広げることが
できる。つまり、突起部１３ｄへの荷重を附加することによって、ヒンジ部１３Ａｎを回
動中心として薄肉部１３Ａｈ及び第２薄肉部１３Ａｍが破断する。
【００６７】
　上述したように、ヒンジ部１３Ａｎは、第２薄肉部１３Ａｍよりは肉厚に形成されてい
るので、亀裂Ｃ２が生じた後においては回動中心となることから、引き伸ばされる方向へ
の荷重が加わることはない。したがって、ヒンジ部１３Ａｎでは破断が生じることもなく
、突起部１３ｄは、ヒンジ部１３Ａｎを介して栓枠１３Ａに繋がった状態が維持される。
【００６８】
　なお、図１６及び図１７に示す状態においては、係止部１３ｅの一部がチャンネル開口
部６の開口縁部から離間した状態となっている。したがって、処置具栓１０Ａとチャンネ
ル開口部６との係合を容易に解除し得る状態にある。したがって、処置具栓１０Ａをチャ
ンネル開口部６から容易に取り外すことができる。
【００６９】
　以上説明したように上記第２の実施形態によれば、上述の第１の実施形態と同様の効果
を得ることができる。これと同時に、
栓枠１３Ａの縦方向に伸びる薄肉部１３Ａｈに加えて、横方向に伸びる第２薄肉部１３Ａ
ｍを合わせて形成したので、荷重を附加することによる破断操作をスムーズにおこなうこ
とができる。また、処置具栓１０Ａの所定の部位にいったん亀裂が生じ、破断が開始され
ると、その破断領域の切れ込み量が上述の第１の実施形態の場合に比べて大きくなること
から、使用者は、一見するだけでその処置具栓１０Ａが使用済みであるか否かを把握する
ことが容易となる。したがって、使用済みの処置具栓１０Ａを誤って再使用してしまうこ
とを防止することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の第１の実施形態の内視鏡用処置具栓が適用される内視鏡の概略を示す外
観図。
【図２】図１の内視鏡用処置具栓の側面図。
【図３】図１の内視鏡用処置具栓における栓枠のみを図２の符号IIIで示す方向から見た
矢視図。
【図４】図１の内視鏡用処置具栓における栓枠のみを図２の符号IVで示す方向から見た矢
視図。
【図５】図１の内視鏡用処置具栓における栓枠の断面を示し、図２の符号V－V線に沿う断
面図。
【図６】図１の内視鏡用処置具栓における栓枠の側断面図。
【図７】図１の実施形態の内視鏡用処置具栓を図２の符号VIIで示す方向から見た上面図
。
【図８】図１の内視鏡用処置具栓がチャンネル開口部に装着された状態における側断面図
。
【図９】図１の内視鏡用処置具線の作用を説明する図であって、内視鏡用処置具栓をチャ
ンネル開口部から離脱させる際のようすを同処置具栓の側面から見た際の外観図。
【図１０】図９に示す状態における内視鏡用処置具栓の側断面図。
【図１１】本発明の第２の実施形態の内視鏡用処置具栓の側面図。
【図１２】図１１の内視鏡用処置具栓をチャンネル開口部に対して装着した状態における
側断面図。
【図１３】図１２の内視鏡用処置具栓における栓枠のみを図１１の符号XIIIで示す方向か
ら見た矢視図。
【図１４】図１１の内視鏡用処置具栓の作用を説明する図であって、内視鏡用処置具栓を
チャンネル開口部から取り外す際のようすを同処置具栓の側面から見た外観図。
【図１５】図１４に示す状態における内視鏡用処置具栓の側断面図。
【図１６】図１４及び図１５の状態からさらに処置具栓に対して荷重を附加した状態にお
ける同処置具栓の側面図。
【図１７】図１６に示す状態における内視鏡用処置具栓の側断面図。
【符号の説明】
【００７１】
１……内視鏡
３……操作部
４……挿入部
５……処置具
６……チャンネル開口部
７……処置具挿通チャンネル
８……ユニバーサルコード
９ａ……送気送水ボタン
９ｂ……吸引ボタン
１０，１０Ａ……内視鏡用処置具栓
１１……先端部
１２……蓋部材
１２ａ……把持部
１２ｂ……延出部
１２ｃ……被嵌合部
１２ｄ……フランジ部
１２ｅ……処置具導入部
１２ｆ……処置具挿通用スリット
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１２ｇ……先端部
１２ｈ……凸状部
１２ｉ……取付孔
１３，１３Ａ……栓枠
１３ａ……栓枠上面開口部
１３ｂ……取付突起部
１３ｃ……栓枠フランジ部
１３ｄ……突起部
１３ｅ……係止部
１３ｆ……切欠部
１３ｇ……外側切欠部
１３ｈ，１３Ａｈ……薄肉部
１３Ａｍ……第２薄肉部
１３Ａｎ……ヒンジ部
１３ｉ……リブ
１３ｊ……係止凸部
１３ｋ……突起部
１４……栓部材
１４ａ……凹部
１４ｂ……小孔
１４ｃ……係止凹部
代理人弁理士伊藤進

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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有：插头框架13，其由树脂构件形成并安装到通道开口部分;盖构件12由
弹性构件形成，并且可自由地可拆卸地设置在插头框架上;插头构件14由
弹性构件形成，并且保持在插头框架内部并与通道开口部分相对的位置
处。突出部分13d从靠近插头框架的下端的外周表面倾斜地向上形成。一
种薄的部分13h，其中当在对突出部分施加负荷的同时保持插头框架时，
插头框架的一部分在垂直方向上从插头框架的下端断开，并且在与形成
部位相对的一侧的位置处形成作为插头框架的上端边缘部分的突出部
分。 Ž
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